
第１３９号議案 

 

 

鶴川第二学童保育クラブの指定管理者の指定について 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和元年(２０１９年)１１月２９日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一

 



鶴川第二学童保育クラブの指定管理者の指定について 

 

 次のように鶴川第二学童保育クラブの指定管理者を指定する。 

名 称 

指定管理者 

指定の期間 

所 在 地 名 称 

鶴川第二学童保育

クラブ 

東京都町田市

広袴町５４３

番１ 

社会福祉法人 明社会 

理事長 平田 正敏 

２０２０年４月１日

から２０２５年３月

３１日まで 

 

 


